
経経営営承承継継円円滑滑化化法法とと贈贈与与税税・・相相続続税税のの納納税税猶猶予予制制度度

１

は
じ
め
に

平
成
２１
年
度
税
制
改
正
で
、

「
非
上
場
株
式
等
に
つ
い
て
の

贈
与
税
・
相
続
税
の
納
税
猶

予
」
制
度
が
創
設
さ
れ
た
。
両

制
度
と
も
、「
中
小
企
業
に
お

け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に

関
す
る
法
律
」（
以
下
「
経
営

承
継
円
滑
化
法
」
と
い
う
。
）

に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
認

定
を
受
け
た
中
小
企
業
者
の
後

継
者
が
対
象
と
な
っ
て
お
り
、

こ
の
認
定
に
つ
い
て
の
要
件
等

は
、
経
営
承
継
円
滑
化
法
施
行

規
則
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、「
経

営
承
継
円
滑
化
法
」
と
平
成
２１

年
度
税
制
改
正
で
創
設
さ
れ
た

「
贈
与
税
・
相
続
税
の
納
税
猶

予
」
制
度
の
関
係
に
つ
い
て
検

討
を
加
え
て
み
た
い
。

２

税
制
改
正
法
と

経
営
承
継
円
滑
化

法
施
行
規
則
と
の

違
い

平
成
２１
年
３
月
２７
日
、
国
会

で
可
決
さ
れ
た
「
所
得
税
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」

（
以
下
「
所
得
税
法
等
の
改

正
」
と
い
う
。
）
と
平
成
２０
年

９
月
５
日
に
発
令
さ
れ
た
「
経

営
承
継
円
滑
化
法
施
行
規
則
」

の
内
容
と
で
若
干
異
な
る
部
分

が
あ
る
。

た
と
え
ば
、「
経
営
承
継
円

滑
化
法
施
行
規
則
に
定
め
る
経

営
承
継
相
続
人
」
は
、
被
相
続

人
の
死
亡
の
日
か
ら
認
定
申
請

日
ま
で
の
間
に
、
相
続
又
は
遺

贈
に
よ
り
取
得
し
た
当
該
中
小

企
業
者
の
株
式
等
の
す
べ
て
を

有
し
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い

の
に
対
し
、「
所
得
税
法
等
の

改
正
に
定
め
る
経
営
承
継
相
続

人
等
」
で
は
、
相
続
開
始
の
時

か
ら
当
該
相
続
に
係
る
相
続
税

の
申
告
期
限
ま
で
引
き
続
き
当

該
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得

し
た
納
税
猶
予
の
適
用
を
受
け

よ
う
と
す
る
株
式
等
の
す
べ
て

を
有
し
て
い
る
こ
と
、
と
さ
れ

て
お
り
、
納
税
猶
予
の
適
用
対

象
と
な
ら
な
い
株
式
等
に
つ
い

て
の
継
続
保
有
要
件
が
な
い
。

ま
た
、「
経
営
承
継
円
滑
化
法

施
行
規
則
」
で
は
認
定
を
受
け

た
中
小
企
業
者
は
、
認
定
有
効

期
間
で
あ
る
５
年
間
は
、
認
定

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
、
１

年
を
経
過
す
る
ご
と
の
日
（
報

告
基
準
日
）
の
翌
日
か
ら
１
月

以
内
に
経
済
産
業
大
臣
に
報
告

書
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
の
に
対
し
、「
所
得
税
法

等
の
改
正
」
で
は
、
原
則
、
相

続
税
の
申
告
期
限
の
翌
日
か
ら

５
年
間
は
、
申
告
期
限
の
翌
日

か
ら
１
年
を
経
過
す
る
ご
と
の

日
（
基
準
日
）
の
翌
日
か
ら
５

月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
一

定
の
届
出
書
を
納
税
地
の
所
轄

税
務
署
長
に
提
出
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
基

準
日
が
異
な
る
こ
と
か
ら
認
定

を
受
け
て
い
る
中
小
企
業
者

が
、
納
税
猶
予
の
適
用
を
継
続

す
る
た
め
に
は
、
経
済
産
業
大

臣
に
対
す
る
報
告
書
類
と
税
務

署
長
に
対
す
る
届
出
書
類
を
そ

れ
ぞ
れ
の
基
準
日
を
ベ
ー
ス
に

作
成
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
、
こ
の
贈
与
税
・
相
続

税
の
納
税
猶
予
制
度
の
継
続
適

用
に
は
事
務
負
担
が
増
え
る
こ

と
が
懸
念
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
平
成
２１
年
２
月
２０

日
に
、
中
小
企
業
庁
か
ら
経
営

承
継
円
滑
化
法
施
行
規
則
の
改

正
案
が
公
表
さ
れ
、
こ
の
改
正

案
に
よ
れ
ば
、「
所
得
税
法
等

の
改
正
」
と
「
経
営
承
継
円
滑

化
法
施
行
規
則
」
と
の
整
合
性

が
図
ら
れ
る
。

３

経
営
承
継
円
滑

化
法
施
行
規
則
の

改
正

「
経
営
承
継
円
滑
化
法
施
行

規
則
」
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
案
に
よ
る
主
な
改
正
点
は
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
。

�

資
産
保
有
型
会
社
の
定
義

及
び
判
断
時
点
の
変
更

経
営
承
継
円
滑
化
法
施
行
規

則
第
６
条
第
１
項
第
７
号
ロ
で

は
、
資
産
保
有
型
会
社
は
、「
資

産
の
価
額
の
総
額
に
占
め
る
特

定
資
産
の
価
額
の
合
計
額
の
割

合
が
１
０
０
分
の
７０
以
上
で
あ

る
会
社
」
と
定
義
さ
れ
て
い
た

が
、
改
正
後
の
租
税
特
別
措
置

法
第
７０
条
の
７
第
２
項
第
８
号
、

第
７０
条
の
７
の
２
第
２
項
第
８

号
に
規
定
す
る
資
産
保
有
型
会

社
の
定
義
に
合
わ
せ
、「
次
の

イ
及
び
ハ
の
合
計
額
に
対
す
る

ロ
及
び
ハ
の
合
計
額
の
割
合
が

１
０
０
分
の
７０
以
上
で
あ
る
会

社
」
に
変
更
さ
れ
る
。

イ

会
社
の
資
産
の
帳
簿
価
額

の
総
額

ロ

会
社
の
特
定
資
産
の
帳
簿

価
額
の
合
計
額

ハ

過
去
５
年
間
（
相
続
又
は

贈

与

以

前

の

期

間

を

除

く
。
）
に
お
い
て
会
社
の
経

営
承
継
受
贈
者
又
は
経
営
承

継
相
続
人
及
び
そ
の
同
族
関

係
者
に
支
払
わ
れ
た
剰
余
金

の
配
当
等
又
は
給
与
（
法
人

税
法
第
３４
条
又
は
第
３６
条
の

規
定
に
よ
り
損
金
算
入
さ
れ

な
い
給
与
に
限
る
。
）
の
金

額ま
た
、
判
定
時
期
に
つ
い
て

も
「
直
近
の
事
業
年
度
末
に
お

け
る
」
と
一
時
点
だ
け
に
し
て

い
た
も
の
を
「
事
業
年
度
を
と

お
し
て
」
に
改
正
さ
れ
る
。
こ

れ
も
、
改
正
後
の
租
税
特
別
措

置
法
第
７０
条
の
７
第
２
項
第
８

号
、
第
７０
条
の
７
の
２
第
２
項

第
８
号
に
お
け
る
「
政
令
で
定

め
る
期
間
内
の
い
ず
れ
か
の
日

に
お
い
て
」
と
い
う
規
定
に
合

わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
一
時
点
だ
け
で
は
な
く
、

継
続
し
て
特
定
資
産
の
割
合
が

総
資
産
の
７０
％
未
満
で
な
け
れ

ば
納
税
猶
予
の
適
用
が
受
け
ら

れ
な
い
（
継
続
で
き
な
い
）
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

�

株
式
等
の
継
続
保
有
要
件

の
変
更

経
営
承
継
円
滑
化
法
施
行
規

則
第
６
条
第
１
項
第
７
号
ト
�

で
は
、「
当
該
代
表
者
の
被
相

続
人
の
死
亡
の
日
か
ら
認
定
申

請
日
ま
で
の
間
に
当
該
代
表
者

が
そ
の
被
相
続
人
か
ら
相
続
又

は
遺
贈
に
よ
り
取
得
し
た
当
該

中
小
企
業
者
の
株
式
等
の
全

部
」
又
は
一
部
を
譲
渡
し
て
い

な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
も
の

が
、
認
定
を
受
け
る
た
め
に
経

営
承
継
相
続
人
が
継
続
し
て
保

有
す
る
必
要
の
あ
る
株
式
等
に

つ
い
て
は
、「
相
続
又
は
遺
贈

に
よ
り
取
得
し
た
株
式
等
の
う

ち
、
相
続
税
の
納
税
猶
予
の
適

用
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
」

に
限
定
さ
れ
る
。

�

認
定
要
件
に
雇
用
確
保
要

件
が
追
加

認
定
要
件
に
、
相
続
開
始
の

日
以
後
５
月
経
過
す
る
日
に
お

け
る
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の

数
が
相
続
開
始
の
日
に
お
け
る

常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
の

８
割
以
上
で
あ
る
こ
と
が
追
加

さ
れ
る
。

�

認
定
の
申
請
期
限
の
変
更

経
営
承
継
円
滑
化
法
施
行
規

則
第
７
条
第
２
項
で
は
、
経
済

産
業
大
臣
の
認
定
を
受
け
よ
う

と
す
る
中
小
企
業
者
は
、「
被

相
続
人
の
死
亡
の
日
の
翌
日
か

ら
１０
月
以
内
に
、
申
請
書
に
一

定
書
類
を
添
付
し
て
経
済
産
業

大
臣
に
提
出
す
る
」
こ
と
と
さ

れ
て
い
た
が
、
こ
の
申
請
期
限

が
、「
被
相
続
人
の
相
続
開
始

の
日
か
ら
８
月
以
内
」
に
変
更

さ
れ
る
。

�

認
定
の
有
効
期
限

経
営
承
継
円
滑
化
法
施
行
規

則
第
８
条
第
２
項
で
は
、
認
定

の
有
効
期
限
は
、
「
認
定
を
受

け
た
日
の
翌
日
か
ら
５
年
間
」

と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
期
限

が
、「
相
続
税
の
申
告
期
限
か

ら
５
年
間
」
に
変
更
さ
れ
る
。

�

報
告
基
準
日
の
変
更

経
営
承
継
円
滑
化
法
施
行
規

則
第
１２
条
で
は
、
認
定
を
受
け

た
中
小
企
業
者
は
、
認
定
を
受

け
た
日
か
ら
５
年
間
、
当
該
認

定
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
ご
と

の
日
を
報
告
基
準
日
と
し
、
そ

の
報
告
基
準
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
１
月
以
内
に
一
定
書
類

を
添
付
し
た
報
告
書
を
経
済
産

業
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
た
が
、
こ
の
報
告
基
準

日
が
「
相
続
税
の
申
告
期
限
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経

過
す
る
ご
と
の
日
」
に
改
正
さ

れ
、
さ
ら
に
、
報
告
期
限
が
、

報
告
基
準
日
の
翌
日
か
ら
３
月

以
内
に
改
正
さ
れ
る
。

�

取
消
事
由
の
変
更

経
済
産
業
大
臣
は
、
認
定
の

取
消
し
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
そ
の
取
消
事
由
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
な
改
正
が
行
わ

れ
る
。

イ

雇
用
確
保
要
件
に
お
け
る

従
業
員
数
の
起
算
日
の
変
更

経
営
承
継
円
滑
化
法
施
行
規

則
第
９
条
第
２
項
第
３
号
の
雇

用
確
保
に
つ
い
て
の
規
定
に
お

け
る
従
業
員
数
の
起
算
日
は
、

「
被
相
続
人
の
死
亡
の
日
又
は

代
表
者
に
就
任
し
た
日
の
い
ず

れ
か
遅
い
日
」
と
さ
れ
て
い
た

が
、「
被
相
続
人
の
相
続
開
始

の
日
」
に
変
更
さ
れ
る
。

ロ

認
定
後
の
株
式
等
の
継
続

保
有
要
件
の
変
更

経
営
承
継
円
滑
化
法
施
行
規

則

第
９
条

第
２
項

第
８
号

で

は
、「
経
営
承
継
相
続
人
が
、

当
該
認
定
に
係
る
被
相
続
人
か

ら
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得

し
た
当
該
特
別
認
定
中
小
企
業

者
の
株
式
等
の
全
部
」
又
は
一

部
を
譲
渡
し
た
場
合
に
は
、
認

定
の
取
消
事
由
と
さ
れ
て
い
た

が
、「
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り

取
得
し
た
株
式
等
の
う
ち
、
相

続
税
の
納
税
猶
予
の
適
用
を
受

け
て
い
る
又
は
受
け
よ
う
と
す

る
も
の
」
に
変
更
さ
れ
る
。

４

贈
与
税
の
納
税

猶
予
制
度
創
設
に

伴
う
改
正

非
上
場
株
式
等
に
つ
い
て
の

贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
が
創

設
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
経
営

承
継
受
贈
者
や
経
営
承
継
贈
与

者
の
要
件
等
が
追
加
さ
れ
る
。

�

経
営
承
継
受
贈
者
の
要
件

経
営
承
継
受
贈
者
は
、
贈
与

の
日
に
お
い
て
２０
歳
以
上
で
あ

り
、
か
つ
、
贈
与
の
日
に
お
い

て
役
員
と
し
て
３
年
以
上
従
事

し
て
い
る
こ
と
が
要
件
の
ひ
と

つ
と
な
る
。

な
お
、
経
営
承
継
受
贈
者

は
、
計
画
的
な
承
継
に
係
る
取

組
に
係
る
大
臣
確
認
を
受
け
た

特
定
後
継
者
で
あ
る
こ
と
が
必

要
で
あ
り
、
新
た
に
特
定
後
継

者
と
な
る
べ
き
者
で
あ
る
場
合

は
認
定
を
受
け
ら
れ
な
い
。

�

経
営
承
継
贈
与
者
の
要
件

経
営
承
継
贈
与
者
は
、
贈
与

の
時
以
後
役
員
で
な
く
、
か

つ
、
経
営
承
継
受
贈
者
に
対
し

て
、
経
営
承
継
贈
与
者
が
保
有

し
て
い
た
全
部
の
株
式
等
（
た

だ
し
、
経
営
承
継
受
贈
者
が
既

に
有
し
て
い
る
議
決
権
株
式
等

と
合
わ
せ
て
発
行
済
完
全
議
決

権
株
式
等
の
３
分
の
２
と
な
る

場
合
に
は
、
そ
の
上
限
に
達
す

る
ま
で
の
数
以
上
の
株
式
等
）

を
贈
与
し
た
こ
と
も
要
件
の
ひ

と
つ
と
な
る
。

５

経
営
承
継
受
贈

者
と
経
営
承
継
相

続
人
等
の
要
件
の

違
い

「
所
得
税
法
等
の
改
正
」
に

よ
る
経
営
承
継
受
贈
者
（
措
置

法
第
７０
条
の
７
第
２
項
第
３
号
）

と
経
営
承
継
相
続
人
等
（
措
置

法
第
７０
条
の
７
の
２
第
２
項
第

３
号
）
の
定
義
を
比
べ
て
み
る

と
、
代
表
権
を
有
し
て
い
る
時

期
等
に
つ
い
て
も
違
い
は
あ
る

が
、
大
き
く
異
な
る
の
は
次
の

２
点
で
あ
る
。

�

経
営
承
継
受
贈
者
の
要
件

と
し
て
、
受
贈
者
は
、
贈
与

の
日
に
お
い
て
２０
歳
以
上
で

あ
る
。

�

経
営
承
継
受
贈
者
の
要
件

と
し
て
、
受
贈
者
は
、
贈
与

の
日
ま
で
引
き
続
き
３
年
以

上
に
わ
た
り
役
員
等
で
あ

る
。

６

お
わ
り
に

贈
与
税
・
相
続
税
の
納
税
猶

予
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に

は
、
会
社
が
経
営
承
継
円
滑
化

法
に
よ
る
経
済
産
業
大
臣
の
認

定
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
と
な

る
た
め
、
経
営
承
継
円
滑
化
法

に
従
っ
た
手
続
き
が
必
要
と
な

る
。
し
か
し
、
平
成
２０
年
９
月

に
発
令
さ
れ
た
省
令
が
約
半
年

で
改
正
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

の
は
、
贈
与
税
の
納
税
猶
予
と

い
う
突
然
の
新
し
い
制
度
の
創

設
は
あ
っ
た
も
の
の
財
務
省
と

経
済
産
業
省
と
の
事
前
の
調
整

が
う
ま
く
い
っ
て
い
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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